
 

かかかかりりつつけけ医医機機能能報報告告制制度度のの届届出出はは医医療療法法にによよりり義義務務ととななりりままししたた。。  

 令和 8 年 1 月から、病院及び診療所（特定機能病院及び歯科医療機関を除く）の管理者
は毎年 1 月にかかりつけ医機能に関する情報の報告が必要となりました（医療法第 30 条 18
の 4 第 1 項）。 
 

 

 

 

 

  

沖沖縄縄県県医医師師会会のの届届出出率率はは 77..3344％％（（２２月月２２日日時時点点））  

 かかりつけ医機能報告制度の届出期間が令和 8 年 1 月〜3 月とされています。手順として
は、①MAMIS で「かかりつけ医機能報告制度にかかる研修」修了証を取得し G-MIS を用
いて申請、②G-MIS が利用できない環境等では紙媒体による申請の 2 つがありますが、具
体的な方法が周知されていないことなどから届出が進んでいません。 
 MAMIS で「かかりつけ医機能報告制度にかかる研修」修了証を取得するには、過去に①
座学研修として「日本医師会生涯学習制度」の受講歴と、②実地研修として日常の地域に根
差した医師の活動など合わせて 10 単位があれば第 1 号機能報告「かかりつけ医機能に関す
る研修の修了者の有無」で「◎かかりつけ医機能有り」として届出ができます。 

現在、本県の報告状況が芳しくないため、沖沖縄縄県県医医師師会会でではは、、来来るる 33 月月１１１１日日（（水水））  

１１９９：：００００～～本本制制度度報報告告にに係係るる操操作作説説明明会会をを実実施施いいたたししまますす。。本説明会は届出をサポートす
る目的で開催し、当日会場では実際の手続きをサポートいたします。詳細は後日対象施設へ
ご案内いたしますので、未だ報告がお済みでない医療機関は是非ご参加くださいますよう
よろしくお願いいたします。 

なお、本会では、対象医療機関が円滑に報告を行えるよう、本会ホームページ内に特設ペ
ージを開設しております。こちらもご活用ください。 

 
■■沖沖縄縄県県医医師師会会 HHPP（（かかかかりりつつけけ医医機機能能報報告告制制度度特特設設ペペーージジ））  
https://x.gd/bkIkL 
「県医師会 HP⇒ かかりつけ医機能報告制度について 」 

かかりつけ医機能報告制度はかかりつけ医を制度化するものではありません。 
国は 2022 年６月に閣議決定した経済財政運営の指針「骨太の方針」において、かか

りつけ医を制度化し登録制とする法正化を目指しました。これに対して日本医師会
が、制度化は自由な意思で医療機関を受診することに制限をかける「フリーアクセス
への規制」になるとして反対を示しました。そこで、まずは国もかかりつけ医を制度
化するのではなく、かかりつけ医機能の有無を報告する制度とする方向となり、「かか
りつけ医機能報告制度」が始まりました。 

しかし、「かかりつけ医機能報告制」で「◎かかりつけ医機能有り」の施設数が少
なければ、再び「法制化による制度化と登録制」(フリーアクセスへの規制)へ向かう
ことが危惧されます。 
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